
現
在
の
本
庁
舎
で
業
務
を
続
け

な
が
ら
耐
震
補
強
を
す
る
場
合
、

約
二
十
億
円
か
か
る
と
試
算
さ
れ

て
い
ま
す
。
昭
和
五
十
二
年
に
建

て
ら
れ
た
本
庁
舎
は
、
築
五
十
年

を
目
安
と
す
れ
ば
、
あ
と
二
十
年

で
建
て
替
え
の
時
期
を
迎
え
ま
す
。

せ
っ
か
く
費
用
を
か
け
て
も
、
二

十
年
で
は
も
っ
た
い
な
い
話
。
費

用
を
負
担
す
る
な
ら
ば
、
将
来
に

わ
た
っ
て
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
使
い

途
を
選
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

通
常
、
自
治
体
の
庁
舎
整
備
に

は
、
国
の
支
援
は
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
中
心
市
街
地
で
庁

舎
を
整
備
す
る
場
合
、
長
岡
市
で

は
特
に
「
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
」

と
い
う
国
の
補
助
金
が
も
ら
え
ま

す
。
さ
ら
に
、
借
り
入
れ
た
お
金

の
三
分
の
二
を
国
が
肩
代
わ
り
し

て
く
れ
る
「
合
併
特
例
債
」
が
活

用
で
き
ま
す
。
こ
の
た
め
、
庁
舎

整
備
の
た
め
の
市
の
負
担
を
大
幅

に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
ど
ち
ら
の
制
度
に
も

期
限
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
機
会
を

逃
す
と
国
か
ら
の
支
援
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
、
将
来
的
な
市
の
負

担
は
大
き
く
増
え
る
恐
れ
が
あ
り

ま
す
。

右
表
に
あ
る
と
お
り
、
い
ず
れ

の
場
所
で
対
応
す
る
に
し
て
も
、

お
金
が
か
か
り
ま
す
。
同
じ
お
金

を
か
け
る
な
ら
、
少
な
い
負
担
で

大
き
な
効
果
が
得
ら
れ
る
方
が
得

策
。
人
が
集
ま
り
、
に
ぎ
わ
い
が

生
ま
れ
る
。
憩
い
の
場
所
が
で
き
、

商
店
街
が
元
気
に
な
る
。
中
心
市

街
地
へ
の
市
役
所
移
転
に
は
、
合

併
後
の
新
長
岡
市
に
ふ
さ
わ
し
い

ま
ち
づ
く
り
の
効
果
が
期
待
で
き

ま
す
。
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先
月
に
引
き
続
き
、
み
な
さ
ん
の
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す

先
月
の
市
政
だ
よ
り
で
は
、
市
役
所
の
移
転
の
必

要
性
に
つ
い
て
、
事
務
ス
ペ
ー
ス
と
耐
震
性
の
面

か
ら
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。

今
月
は
、
移
転
費
用
と
駐
車
場
に
つ
い
て
、
み
な

さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す
。

問

行
政
管
理
課

39
・
２
２
０
８

改
修
し
て
も
、
あ
と
二
十
年
。

こ
れ
で
は
も
っ
た
い
な
い

中
心
市
街
地
に
移
転
す
る
と
、

国
か
ら
の
支
援
が

Ｑ.今の庁舎を直したら？
移転にはたくさんお金が
かかるでしょ！

Ａ.今の庁舎を20億円かけて
直しても、あと20年で建
て替えが必要です。
移転して新築すると35億
円から45億円の負担にな
りますが、この先50年間
使えます。

お
金
を
か
け
る
な
ら
、
少
な

い
負
担
で
大
き
な
効
果
を

こ
こ
も
分
か
ら
ん
、
市
役
所
移
転
論
議

移転案ごとの費用負担やメリットの比較（金額は概算）

中心市街地に移転

（一括または分散）
操車場地区に移転

現在の本庁舎を耐震改修＋

第２庁舎を建設

市の負担
45億円（一括）
35億円（分散）

60億円
45億円

（うち耐震改修で20億円）

国からの支援「ま

ちづくり交付金」

を利用できるか

一括 △（交付金額 小）

分散 ○（交付金額 大）

△

（交付金額 小）

×

（なし）

主なメリット

・人が集まる、にぎわい

の創出など、まちづく

りへの効果が高い

・車を運転しない利用者

にも便利

・駐車場の整備が容易 ・現在の本庁舎を利用で

きる

主なデメリット

・駐車場の整備に工夫が

必要

・用地取得費用がかかる

・車を運転しない利用者

に不便

・車を運転しない利用者

に不便

・耐震改修しても、あと

20年ほどで建て替え

となる
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現
在
の
本
庁
舎
で
駐
車
場
の
利

用
状
況
を
調
査
し
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
平
常
時
で
は
来
庁
者
用
、

公
用
車
用
合
わ
せ
て
約
三
百
台
、

混
雑
時
は
四
百
台
分
の
駐
車
場
が

必
要
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。

厚
生
会
館
地
区
に
三
百
台
、
さ

ら
に
再
開
発
事
業
な
ど
で
二
百
台

の
、
合
計
五
百
台
程
度
の
駐
車
場

を
新
規
に
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、

必
要
台
数
分
は
十
分
に
確
保
で
き

る
見
込
み
で
す
。

ま
た
、
交
通
予
測
調
査
の
結
果

で
は
、
厚
生
会
館
地
区
に
こ
の
規

模
の
駐
車
場
を
整
備
し
て
も
、
周

辺
の
交
通
に
渋
滞
は
生
じ
な
い
と

見
込
ん
で
い
ま
す
。

現
在
の
本
庁
舎
の
駐
車
場
は
、

無
料
で
利
用
で
き
ま
す
。
市
役
所

は
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
利
用
し

や
す
い
も
の
で
あ
る
べ
き
で
す
。

市
役
所
が
中
心
市
街
地
に
移
転
し

て
も
、
自
動
車
で
来
庁
す
る
人
に

負
担
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

◇

◇

市
役
所
で
用
事
を
足
す
人
に
は
、

無
料
券
を
発
行
す
る
方
針
で
す
。

ど
こ
で
発
行
す
る
の
か
。
ど
れ
だ

け
の
時
間
を
無
料
と
す
る
の
か
。

具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
、
他
市

の
事
例
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
現

在
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

国
民
保
護
法
は
、
外
部
か
ら
の

武
力
攻
撃
（
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
、
ゲ

リ
ラ
攻
撃
な
ど
）
や
大
規
模
な
テ

ロ
な
ど
に
対
し
て
国
民
の
生
命
・

身
体
・
財
産
を
守
る
た
め
、
国
や

県
、
市
な
ど
の
役
割
の
骨
格
を
定

め
て
い
ま
す
。
市
で
は
こ
の
法
律

に
基
づ
き
、
地
域
の
特
性
を
踏
ま

え
た
避
難
誘
導
や
救
援
な
ど
の
具

体
策
を
定
め
る
「
国
民
保
護
計
画
」

の
策
定
作
業
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

こ
の
ほ
ど
、
関
係
各
機
関
の
代

表
や
有
識
者
、
一
般
市
民
か
ら
成

る
長
岡
市
国
民
保
護
協
議
会
で
、

「
長
岡
市
国
民
保
護
計
画
」
の
素

案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

市
で
は
、
こ
の
計
画
に
市
民
の

み
な
さ
ん
の
お
考
え
や
ご
提
案
を

反
映
す
る
た
め
、
意
見
を
募
集
し

ま
す
。
素
案
は
、
十
二
月
五
日


か
ら
、
市
役
所
一
階
市
民
情
報
ラ

ウ
ン
ジ
、
市
民
セ
ン
タ
ー
、
各
支

所
地
域
振
興
課
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

今
後
、
み
な
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら

れ
た
意
見
を
踏
ま
え
、
平
成
十
九

年
三
月
を
め
ど
に
計
画
策
定
の
予

定
で
す
。
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五
百
台
分
の
駐
車
場
を
新
規

に
整
備 Ｑ.駐車場はどうなるの？有料になるの？

Ａ.500台分の新規整備で対応します。自動車
で来庁する方には、無料券を発行します。

武
力
攻
撃
事
態
な
ど
に
対
処
す
る
た
め
の

長
岡
市
国
民
保
護
計
画
に
ご
意
見
を

無
料
券
の
発
行
で
、
利
便
性

に
も
配
慮
し
ま
す

特例市に向け、大きく前進

市は11月15日、菅義偉
すがよしひで

総務大臣に特

例市指定の申し出をしました。

特例市になると、県が行っている事

務のうち、都市計画に関する事務や環

境行政に関する事務の権限が市に移さ

れます。市民にとってより身近な市が

事務を行うことで、有効な施策の決定

や事務処理のスピードアップが期待で

きます。

森市長は申し出の後、「地方分権の大

きな流れのなかで、特例市の指定は大

きなステップです。他の自治体とも協

力して、中越地域の中心都市の責任を

果たしていきたい」と抱負を語りまし

た。

今後、閣議決定を経て、来年４月に

は特例市に指定される見込みです。

みなさんのご意見をお寄せください

ご意見は12月25日までに、〒940－8501
（住所記入不要）長岡市危機管理防災課、39
・2283、Ｅメールbousai＠city.nagaoka.lg.jp

へ（住所、氏名を明記してください）

問危機管理防災課39・2262
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